
伊仙町立犬田布中学校いじめ防止基本方針

いじめ防止対策推進法第１３条に基づき，本校におけるいじめの防止等のための対策に

関する基本的な方針を定める。

※ いじめの定義（いじめ防止対策推進法第２条）

「いじめ」とは，生徒に対して，当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒

と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為

（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって，当該行為の対象となった

生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

１ いじめ防止等の基本的な考え方

（１）いじめに対する基本認識

いじめは，いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し，その心身の健

全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず，その生命又は身体に重大

な危険を生じさせる恐れがあり，人として決して許されない行為であるという，いじ

めに対する認識を全職員で共有する。いじめ防止対策推進法第４条では，「生徒は，

いじめを行ってはならない。」（いじめの禁止）と規定されている。

そして，「いじめは，どの学校・学級でも起こりうるものであり，いじめ問題に全

く無関係ですむ生徒はいない」という共通認識に立ち，生徒が安心して学習その他活

動に取り組むことができるよう，学校内外を問わずいじめが行われなくするため，い

じめ防止対策推進法第８条に基づき，いじめの未然防止・早期発見・早期対応に取り

組む。

（２）学校及び職員の責務（いじめ防止対策推進法第８条）

学校及び学校の教職員は，当該学校に在籍する生徒の保護者，地域住民，児童相談

所その他の関係機関との連携を図りつつ，学校全体でいじめの未然防止及び早期発

見に取り組むとともに，当該学校に在籍する生徒がいじめを受けていると思われる

ときは，適切かつ迅速にこれを対処する責務を有する。



具体的ないじめの態様（例）

○ 冷やかしやからかい，悪口や脅し文句，嫌なことを言われる

・ 不快に感じるあだなをつけられ，しつこく言われる

・ 容姿や言動について，不快なことを言われる

・ 「消えろ」「死ね」などと存在を否定される

○ 仲間はずれや集団による無視をされる

・ 遊びや活動の際，集団の中に入れない

・ わざと会話をしない

・ 席を離す，避けるように通る

○ ぶつかられたり，叩かれたり，蹴られたりする

・ ぶつかるように通行する，通行中に足をかけられる

・ 遊びと称して，よく技をかけられたり，叩かれたりする

・ 叩かれたり，蹴られたりすることが繰り返される

○ 金品をたかられる

・ 脅されてお金や品物を要求される

・ 筆記用具を何度も貸しているが返却されない

○ 金品を隠されたり，盗まれたり，壊されたり，捨てられたりする

・ くつを隠される

・ 持ち物を取られ，傷をつけられる，ゴミ箱に捨てられる

○ 嫌なことや恥ずかしいこと，危険なことをされたり，させられたり

する

・ 机や壁に誹謗中傷を書かれる

・ 人前で衣服を脱がされる

・ 脅されて万引き等をさせられる

○ パソコンや携帯電話等を使って，誹謗中傷や嫌なことをされる

・ ブログや掲示板に誹謗中傷や事実と異なることを書かれたり，

個人情報や恥ずかしい写真を掲載される

・ いたずらや脅しのメールを送られる

・ ＳＮＳのグループからわざと外される



２ 全体計画

学校教育目標

学び高め合う心豊かなたくましい生徒の育成

家庭・地域との連携 【いじめ防止対策委員会】 関係機関等との連携

･西部校外生活指導連絡会 いじめ防止対策の年間計画の作成・実行・検証・修正の中核である。 ・警察署

･学校評議員会 ・目的 ・地域民生委員

･駐在員 いじめの「未然防止」「早期発見」「対処」を組織的，計画的，体系的に ・ＳＳＷ

取り組む。

・組織構成

管理職，生徒指導主任，養護教諭，学級担任，ＳＣ，ＳＳＷ

・教育活動の重点 【いじめの防止】 ・生徒指導委員会や

全ての教育活動で ・教職員の取組 教育活動全体を通じ「いじめは絶対許されない」ことの理解を促す。 外部と連携した生

生徒の尊厳が守られ 人間関係を構築する素地を養う。 徒指導体制を整備

生徒をいじめに向か ・児童生徒の取組 学級会や生徒会で学校・学級の問題点等話し合える雰囲気を作る。 する。

わせないための未然 ・保護者の取組 いじめ問題の重要性について学校と連携し取り組む。 ・担任等による計画

防止に全職員で取り それぞれの家庭で規範意識を養う。 的な教育相談や相

組む。 談体制を整備する

・児童生徒の主体的な 【いじめの早期発見】 ・生徒のアンケート

活動 ・教職員の取組 日頃から生徒に寄り添い些細な兆候も見逃さない。 結果等から対処法

話し合い活動を活 定期的にアンケート・教育相談を実施する を全職員取り組め

発にし，学級や学校 ・児童生徒の取組 生徒会活動を充実させ，意見が出し合える環境を作る。 るよう，職員研修

の問題点に対し，自 ・保護者の取組 学校行事等に積極的に参加し，保護者全体で生徒を見守る。 を定期的に実施す

分達で解決する能力 る。

を育てる。

【いじめに対する措置】 ・ＳＣと連携して取

・教職員の取組 いじめを受けた生徒の安全を確保し，組織的に適切に対処する。 り組む。

・児童生徒の取組 いじめられた生徒の気持ちを考え，自分の行為を省みる。 ・啓発資料を活用し

・保護者の取組 「いじめは絶対許されない」行為である事をそれぞれの家庭で理解さ 地域，家庭が組織

せる。学校相互間の連携協力体制を整備する。 的に連携・協働す

る体制を構築する

３ 年間計画

月 月目標 計画及び評価 実態把握等 各教科・道徳･特別活動等 生徒会活動 情報ﾓﾗﾙ関連 教育相談 職員研修

４ 年間及び１学期の活動計画の検討 いじめアンケート ｢いじめ問題を考える週間｣の実施 各教科における指導計画の確認 家庭訪問 生徒指導事例研修

取組評価アンケートの作成 ふれあいタイム 学校基本方針の確認

５ 実態に基づいた対応策の検討 道徳（共通主題「生命尊重」） (生徒向け）全体指導 個別面談 具体的な対応の在り方

６ ＱＵテスト ｢いじめ問題を考える週間｣の実施 （保護者向け）啓発研修会 家庭との連携の在り方

ふれあいタイム

７ 取組評価ｱﾝｹｰﾄの実施 SNSチェックシート，いじめアンケート 道徳（共通主題「思いやり」） 携帯･ﾈｯﾄ利用実態調査

８ 取組評価ｱﾝｹｰﾄ集計，取組の検証 三者面談 取組評価結果から

２学期の活動計画の検討

９ 実態に基づいた対応策の検討 いじめアンケート ｢いじめ問題を考える週間｣の実施 携帯･ﾈｯﾄ利用実態調査

１０ ＱＵテスト 道徳（共通主題「集団生活の向上」） いじめ防止標語作成 個別面談 具体的な対応の在り方

１１ いじめアンケート ふれあいタイム

１２ 取組評価ｱﾝｹｰﾄの実施，集計，取組の検証 道徳（共通主題「友情・信頼」） 取組評価結果から

１ いじめアンケート ふれあいタイム 三者面談 具体的な対応の在り方

２ 取組評価ｱﾝｹｰﾄの実施，集計， 道徳（共通主題「自他の尊重」）

３ 取組の検証 いじめアンケート 個別面談

次年度活動計画案作成


